
丹波篠山市税条例の一部を改正する条例について 

１ 改正の趣旨 

  地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律（令和７年法律第７号）、

地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金法施行令の一部を改正する政令（令和７年政令

第１１９号）、地方税法施行規則の一部を改正する省令（令和７年総務省令第３０号）が令和７年

３月３１日に公布され、原則として４月１日から施行されることとなったので、専決第１号によ

り丹波篠山市税条例の一部改正を行う。 

 

２ 改正の概要 

個人住民税関係 

改正概要 該当条項 

(1)特定親族扶養控除の創設に伴う改正 

 （控除対象となる大学生年代の子等の所得要件拡大） 

第34条の2､第36条の2①⑩､第36条の3

の2①､第36条の3の3① 

 

軽自動車税関係 

改正概要 該当条項 

(1)軽自動車税種別割の標準税率の区分の見直しに伴う税率

の区分の改正等（新基準原付バイクにかかる税率の追加） 

第82条､第89条② 

(2)マイナ免許証の運用開始に伴う減免申請時の運転免許証

の提示義務に係る規定等の整備 

第90条②③ 

 

その他 

改正概要 該当条項 

(1)公示送達について、インターネットを用いる方法の定義

を示した省令改正に伴う改正 

第18条､第18条の3 

(2)加熱式たばこに係る市たばこ税の課税標準の特例の新設 附則第16条の2の2 

(3)法律改正に伴うもの 第63条の2､第139条の3､第149条 

附則第10条の2⑯⑰⑱ 

 

３ 施行期日（改正条項） 

（1）令和７年４月１日 （下記の条項以外） 

（2）令和８年１月１日 第34条の2､第36条の2①⑩､第36条の3の2①､第36条の3の3① 

（3）令和８年４月１日 附則第16条の2の2 

（4）地方税法等の一部を改正する法律（令和5年法律第1号）附則第1条第12号に掲げる規定の

施行の日   第18条､第18条の3 
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 報告第 ６号（専決第 ２号）説明資料 

 

丹波篠山市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 

    

１ 改正の趣旨 

地方税法施行令の一部を改正する政令（令和７年政令第１１９号）が令和７年３月３１日

に公布され、施行期日が令和７年４月１日とされたことにより、丹波篠山市国民健康保険税

条例の一部を改正するものです。 

 

２ 改正の概要 

（１） 国民健康保険税の課税限度額を引き上げること。（第２条関係） 

・基礎課税額に係る課税限度額を６５万円から６６万円とします。 

    ・後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額を２４万円から２６万円とします。 

 

 

 

 

 

（２） 国民健康保険税の減額の対象となる所得基準額を引き上げること。（第２２条関係） 

① ２割軽減の対象となる世帯の所得（地方税法（昭和 25年法律第 226号）第 703条の 5

で規定する所得） 

（現  行） 基礎控除額４３万円＋５４万５千円×被保険者数 

（改正後） 基礎控除額４３万円＋５６万円×被保険者数 

② ５割軽減の対象となる世帯の所得（地方税法第703条の5で規定する所得） 

（現 行） 基礎控除額４３万円＋２９万５千円×被保険者数 

（改正後） 基礎控除額４３万円＋３０万５千円×被保険者数 

 

３ 施行期日 

令和７年４月１日 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

限 度 額 改正前  改正後 引き上げ額 

基礎課税分 ６５万円 ６６万円 １万円 

後期支援金分 ２４万円 ２６万円 ２万円 

介護納付金分 １７万円 １７万円 － 


